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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主価値の持続的向上を図り、多様なステークホルダーに対する責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組
んでいます。また、「透明性の確保」・「意思決定の迅速化」・「倫理・遵法体制の充実」・「内部統制の強化」の他、「情報開示」・「説明責任」における
諸施策の取り組みを強化し、更なるコーポレート・ガバナンスの進化に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則５－２】

　当社は、2025年を始期とする５ヶ年の中期経営計画「ONE RYODEN Growth 2029 | 2034」を策定しています。自社の資本コストを的確に把握した

うえで、営業利益などの目標を公表しているほか、投資への意思決定に関しては資本コストに見合うものであることを十分に検討し、実行計画を立
て実施しています。

　なお、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の83原則全てに関し、【コーポレートガバナン
ス・コードの各原則と当社の取り組み】として、本報告書の末尾に記載しています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2025年5月19日

該当項目に関する説明

　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の進捗については、2025年５月19日公表の決算説明会の資料を当社ウェブサイトよりご
覧ください。

　日本語：https://ir.ryoden.co.jp/

　英　 語：https://ir.ryoden.co.jp/en/



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三菱電機株式会社 7,755,903 36.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,632,500 7.58

RYODEN従業員持株会 448,656 2.08

シチズン時計株式会社 414,900 1.92

BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 391,000 1.81

光通信株式会社 322,600 1.49

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ， ＴＲＥＡＴＹ ＪＡＳＤＥＣ ＡＣＣＯＵＮＴ 215,000 0.99

BNYMSANV RE BNYMIL RE WS MORANT WRIGHT NIPPON YIELD FUND 215,000 0.99

JP MORGAN CHASE BANK 385781 182,600 0.84

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 157,596 0.73

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松尾　英喜 他の会社の出身者

藤原　悟郎 他の会社の出身者 ○ ○

小笠原　由佳 他の会社の出身者

関口　典子 公認会計士

トーマス・ヴィッティ 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松尾　英喜 　 ○ ―――

　同氏は、日本の大手化学メーカーである三井
化学㈱において長年経営に携わり、経営につ
いての幅広い見識を有しています。またグロー
バルでの経験や生産・技術にも精通しており、2
023年からはそうした経験を踏まえ独立した客
観的な立場からの経営に対する助言、ガバナ
ンスの強化及び適切な監督に貢献いただくな
ど当社社外取締役として適切に職務を遂行し
ていただいています。このため、今後も当社の
経営監督機能の強化等に貢献いただけると判
断し、選任しています。また、指名報酬諮問委
員会の委員長を務め、役員の指名・報酬に関
する審議、サクセッションプランの策定・運用の
深化や推進にあたり、専門的な知見を活かした
客観性・透明性のある提言や課題提起を行い
当社の企業価値向上に尽力しています。

　なお、同氏は当社と特別な利害関係はなく、
一般株主と利益相反の生じる虞はないため、
独立役員として指定しています。

藤原　悟郎 　 　 ―――

　同氏は、三菱電機㈱の要職を務められ、当社
に関連する業界に関して豊富な経験と幅広い
見識を有しており、2023年からは当社社外取締
役として客観的な立場から様々な助言・提言及
びご意見をいただくなど当社社外取締役として
適切に職務を遂行していただいています。この
ため、今後も当社の経営監督機能の強化等に
貢献いただけると判断し、選任しています。ま
た、指名報酬諮問委員会の委員として役員の
指名・報酬に関する審議、サクセッションプラン
の策定・運用の深化や推進にあたり、客観性・
透明性のある提言や課題提起を行い当社の企
業価値向上に尽力しています。

　なお、三菱電機(株)は当社の特定関係事業
者に該当します。

小笠原　由佳 　 ○ ―――

　同氏は、行政・民間・公益という異なるセク
ターで利益追求と同時に社会へのインパクトを
創出する活動で20年以上の非営利及びビジネ
ス経験があり、またこうした経験に基づくサステ
ナビリティ経営について先進的かつ優れた見識
を有しています。こうした専門性と見識に基づ
き、当社の業務執行の監督及びガバナンスの
強化に十分な役割を果たしていただけると判断
し、選任しています。

　なお、同氏は当社と特別な利害関係はなく、
一般株主と利益相反の生じる虞はないため、
独立役員として指定しています。

関口　典子 ○ ○ ―――

　同氏は、公認会計士として、企業会計に関す
る豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に
加え企業における実務経験を有しており、また
2022年からは当社の社外監査役として適切に
職務を遂行しております。2024年６月からは監
査等委員である取締役として当社の監査・監督
機能の強化に貢献いただけると判断し、選任し
ています。

　なお、同氏は当社と特別な利害関係はなく、
一般株主と利益相反の生じる虞はないため、
独立役員として指定しています。

トーマス・ヴィッティ ○ ○ ―――

　同氏は、弁護士として長年グローバル企業の
M&Aに携わるなど専門的かつ豊富な経験や知
識を有しており、また2022年からは当社の社外
取締役として客観的な立場から助言・提言をい
ただくなど適切に職務を遂行しております。202
4年６月からは監査等委員である取締役として
当社の監査・監督機能の強化に貢献いただけ
ると判断し、選任しています。

　なお、同氏は当社と特別な利害関係はなく、
一般株主と利益相反の生じる虞はないため、
独立役員として指定しています。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は採用しておりませんが、必要に応じて内部監査部門がサポートする体制としています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に意見交換することで相互補完関係を構築してまいります。ま
た、内部監査部門を設置し、業務活動全般に関わる方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性、法律・法令の遵守状況等について内部監
査体制の強化・充実を図ってまいります。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬諮問委員
会

4 1 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬諮問委員
会

4 1 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役を含む経営陣幹部の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するため、人事部門管掌の取締役と社外取締役３名
（うち２名は独立社外取締役）を委員とする任意の指名報酬諮問委員会を設置しています。

　指名報酬諮問委員会では、取締役会の諮問に応じて、取締役を含む経営陣幹部の指名や報酬に関する事項及び取締役社長の後継者計画な
どを審議しています。

　指名報酬諮問委員会の委員長は独立社外取締役とし、かつ委員の過半数を独立社外取締役としています。

①委員の構成及び氏名

　委員の氏名は次のとおりです。

　【氏名/役位】

　松尾英喜/社外取締役（委員長）

　藤原悟郎/社外取締役

　小笠原由佳/社外取締役

　與五澤一元/人事部門管掌取締役

　なお、監査等委員である社外取締役２名もオブザーバーとして出席できることとしています。



②委員会の活動状況

　2024年度は４回開催し、取締役会に付議する社長の後継者計画、次期役員体制、役員の報酬などについて諮問し様々な角度から貴重なご意見
をいただいています。

③その他

　・指名報酬諮問委員会には事務局を設置しており、総務部がこれにあたります。

　・当社の指名報酬諮問委員会は、指名と報酬の双方の機能を担っています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社における社外役員の独立性に関する基準は、本書末尾記載の「コーポレートガバナンス・コードの各原則と当社の取組み」原則４－９に記載
のとおりです。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を
除く。）に対し、業績指標（KPI）を反映した現金報酬を業績連動報酬（賞与）として支給しています。

また、持続的成長の実現と企業価値の向上に中長期的に取り組むこと及び株主との一層の価値共有を図り、株価向上へのインセンティブを与え
続ける観点から、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬を支給しています。

業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は、【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針
の開示内容」に記載のとおりです。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　当社は事業報告及び有価証券報告書において、役員の区分ごとにそれぞれの報酬等の総額及び対象となる役員の員数を開示しています。

2024年度に係る報酬等の額は以下のとおりです。

取締役(監査等委員を除く) ９名　208百万円（うち社外取締役４名21百万円）

取締役(監査等委員) ３名　29百万円(うち社外取締役２名15百万円)

監査役４名　11百万円（うち社外監査役２名３百万円）

（注）上記員数及び報酬等の額には、2024年６月25日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役４名を含む監査等委員会設
置会社への移行前における取締役に対する報酬等を含んでいます。なお、無報酬の社外取締役１名は含まれておりません。

監査等委員である取締役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであり、監査役に対する報酬は監査等委員会設置
会社移行前の期間に係るものです。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の報酬の決定については、本書末尾記載の「コーポレートガバナンス・コードの各原則と当社の取組み」原則３－１に記載のとおりで
す。

【社外取締役のサポート体制】

取締役会事務局である総務部が社外取締役に対して取締役会の資料提供やその他の重要事項の連絡・報告等を行っています。

また、監査等委員会は、内部監査部門等と連携し、監査等を行うに必要な情報を入手し、その情報に不足があれば取締役や関連する部門へ説明
や情報及び資料の提供を求め、求められた取締役及び部門は、要請された情報や資料を提供しています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

正垣　信雄
エグゼクティブア
ドバイザー

サステナビリティ視点での経営全
般に関する助言

非常勤、報酬有 2022/06/29 ２年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

当社は、2022年６月に相談役・顧問制度を廃止し、アドバイザー制度を導入、代表取締役社長であった者は、退任後、シニアアドバイザー又はエ
グゼクティブアドバイザーを委嘱することがあります。シニアアドバイザー又はエグゼクティブアドバイザーには本人の能力、専門性に基づき業務を
委嘱しますが、当社の経営、業務執行に関与することはありません。契約期間は２年とし、報酬を支払っています。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1)企業統治の体制の概要

①取締役会

　当社の取締役会は、経営の最高意思決定機関として会社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督してい
ます。

　当社は、監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることを目的として執行役員
制度を導入し、また2024年６月25日開催の定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を10名以内、監査等
委員である取締役を４名以内とする旨の定款変更を行いました。

　当社の取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く。）は７名（うち社外取締役は３名、独立社外取締役は２名）、監査等委員である取締
役は３名（うち独立社外取締役は２名）で構成されています。2024年度は15回開催し会社の業務執行に関する重要事項を決定するほか、様々な
議論を行いました。

②指名報酬諮問委員会

　指名報酬諮問委員会については、本報告書　Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制
の状況　１．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性」の「補足説明」に記載
のとおりです。

③経営会議

　当社は、取締役会の付議事項及び会社の業務執行に関する重要な事項を協議するため、経営会議を設置しています。

　2024年度は25回開催し活発な協議を行い、常勤監査等委員も出席しました。　

④監査役会・監査等委員会

　当社は2024年６月25日の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、監査等委
員会設置会社に移行しています。当社の監査等委員会は、取締役３名で構成されており、このうち過半数の２名が社外取締役です。監査等委員
会は、監査の方針・計画・方法、その他監査に関する重要な事項についての意思決定を行います。監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査
等委員会監査基準に準拠し、取締役の職務の執行を監査します。また法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査
等委員１名（出縄　正人）を選任しています。

(2)企業統治に関するその他の事項

　当社グループの内部統制システムの強化・拡充のため、下記の各委員会を設置し、それぞれが連携し機能的に運用しています。

①リスクマネジメント統括委員会

　当社グループの内部統制に関する基本方針の検討及び各委員会の実施事項の確認を行うため、取締役社長を委員長、役付執行役員を委員と
する「リスクマネジメント統括委員会」を設置し、各委員会の活動状況を統括しています。

②事業リスク委員会

　事業の継続及び安定的発展を確保するため、担当の役付執行役員を委員長とする「事業リスク委員会」を設置し、当社グループ全体のリスク分
析を行い、そのリスクを軽減するため、発生可能性や影響度等を勘案し各対策の立案及び実施状況の確認を行っています。

③金商法内部統制評価委員会

　金融商品取引法に定める内部統制に対応し、財務報告の信頼性を確保するため、担当の役付執行役員を委員長とする「金商法内部統制評価
委員会」を設置し、内部監査部門及び情報システム部門による評価項目別の当社実施内容の整備状況、運用状況に対する内部監査結果をもと
に、内部統制に係る評価を実施しています。

④倫理・遵法委員会

　コンプライアンスを経営の重要課題の一つと位置付け、担当の役付執行役員を委員長とする「倫理・遵法委員会」を設置し、企業活動における法
令遵守・公正性・倫理性を確保するための活動を定常的に行っています。

　

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、2024年６月25日開催の第84回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことに
より、監査等委員会設置会社に移行しました。

　当社の事業を取り巻く環境変化が一層激しくなるなか、重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任することで意思決定を迅速化する
とともに、取締役会において、経営資源の配分、事業ポートフォリオ、人的資本、サステナビリティや重大リスクといった中長期の経営戦略に関する
事項を重点的に審議することで、さらなる取締役会の実効性向上を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任すること
により、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を可能とする体制を構築します。また、監査等委員である取
締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会のモニタリング機能の強化を図ってまいります。

※コーポレート・ガバナンスの体制は、【参考資料：模式図】のとおりであります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会開催日の３週間以上前に発送しています。また、招集通知の発送に先立ち、当
社ウェブサイト等において招集通知を早期掲載しています。

2025年６月24日開催の定時株主総会

発送日：６月２日（月）　ウェブサイト掲載日：５月30日（金）

電磁的方法による議決権の行使 2016年６月開催の定時株主総会より導入しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームについては、2016年６月開催の定時株主総会より参加し
ています。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知の一部について英訳版を作成し、当社及び株式会社東京証券取引所のウェブ
サイト、並びに議決権電子行使プラットフォームに掲載しています。掲載日は和文と同日
です。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社ホームページにてIR基本方針を公表しております。

【IR基本方針】

https://ir.ryoden.co.jp/disclosure/

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期及び本決算時に決算説明会を開催しています。

本決算は５月19日に開催しました。
あり

IR資料のホームページ掲載

決算短信（日・英）、有価証券報告書（半期報告書）、招集通知（日・英）・事業
報告、コーポレートガバナンス報告書、Ryoden Report（日・英）、決算説明会資

料（日・英）等を掲載しています。

【IRライブラリー】

日本語：https://ir.ryoden.co.jp/library/

英 　語：https://www.ryoden.co.jp/en/ir/library/

IRに関する部署（担当者）の設置

総務部にIRグループを設置し、取締役上席執行役員１名を含む５名でIR活動を
行っています。

担当部署：IRグループ(４名)

担当役員：取締役上席執行役員

その他 株主宛に年１回「株主通信」を作成し送付しています。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「RYODENグループ行動指針」において株主価値の向上を明記しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

・国内全事業所、国内の子会社１社及び海外の子会社8社（シンガポール・香港・米国・中
国（上海）・タイ・台湾・ドイツ・韓国）においてISO14001（環境マネジメントシステム）の認証
を取得しています。

・2003年から「環境報告書」、2008年からは「サステナビリティレポート」を毎年発刊してお
り、2012年以降は英語版も発刊しています。2020年度からは統合報告書としてRyoden Rep

ort（https://ir.ryoden.co.jp/library/annual/）を発刊しています。

・環境方針に従って、脱炭素・循環型社会の実現に向けた取り組みを推進し、環境負荷の
低減や生物多様性に配慮した事業活動に努めています。

　具体的には以下に取り組んでいます。

　①当社所有の栗原太陽光発電所（宮城県栗原市）由来の非化石証書を活用したGHG排
出量の削減

　②廃棄物排出量の削減

　③森林循環紙の使用継続

　④生物多様性に配慮した事業活動

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の内部統制システムに関する基本方針は、以下のとおりです。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①コンプライアンスの徹底を経営の重要課題とし、コンプライアンスに関する規程を定め、当社及び当社グループの全役職員に対して、その周知
徹底を図るとともに教育を徹底します。

②当社及び当社グループの内部統制システムの強化・拡充を図るため、社長を委員長とする 「リスクマネジメント統括委員会」 を設置し、内部統

制に係る活動状況を統括します。

③企業活動におけるコンプライアンスの徹底のため、担当の役付執行役員を委員長とする 「倫理・遵法委員会」 を設置し、定期的にコンプライア

ンスに関する推進事項を定め実行するとともに、内部監査部門が当社及び当社グループのコンプライアンスの遵守状況を監査します。

④反社会的勢力には毅然とした態度で臨むことを 「RYODENグループ行動指針」 に定め、当社及び当社グループの全役職員に対しこれを徹底

し、そのための体制の整備を行います。

⑤コンプライアンス違反行為などが行われた場合、又はその虞があることに当社及び当社グループの役職員が気づいたときは、ホットラインシス
テムを通じ、その内容を通報できることとし、通報者に対しては不利益な取り扱いを行いません。

⑥リスクマネジメント統括委員会は、その活動状況を経営会議及び取締役会に報告し、取締役会は、その運用状況を監督します。

⑦リスクマネジメント統括委員会は、その活動状況や特定したリスクについて内部監査部門と情報共有し、実効性のあるリスクマネジメントを実施
します。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令上保存を義務付けられている文書及び重要な文書、その他それらの関連資料等（電磁的記録を含む）を社内規程に従い、適切に保存及び管
理し、必要な場合に閲覧可能な状態を維持します。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社及び当社グループの事業リスクに関する 「事業リスク検証規程」 を定め、担当の役付執行役員を委員長とする 「事業リスク委員会」 におい

て、リスクの抽出を行い、発生可能性及び影響度等を元に対策を講じます。また、その運用状況をリスクマネジメント統括委員会に報告し、当社及
び当社グループの多面的なリスクマネジメントを行います。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社は、定時取締役会を毎月一回開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の監督等を行っています。また、取締役会の機能を
より強化し効率化させるため取締役会への上程案件に関しては事前に経営会議で審議を行っています。

②取締役会は、組織の職務分掌及び職務権限を定め、各組織の職務権限・責任を明確化し、適正かつ効率的な職務の執行のための体制を整備
します。

③効率性の実効を確保するため、事業年度毎に当社及び当社グループ各社の計画値を明確に設定し、その遂行状況について管理を行います。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

①当社グループ各社の重要事項については、当社への事前の報告又は承認を求めることとします。

②当社グループ各社の監査役と、当社の監査等委員会及び内部監査部門とは、情報の共有化を図り、連携して当社グループ各社の監査を実施
し、企業集団の業務の適正性を確保します。

６．財務報告の適正性を確保するための体制

当社及び当社グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するため、担当の役付執行役員を委員長とする「金商法内部統制評価委員会」を設
置し、定期的にその有効性を評価します。

７．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会が必要と認めた場合には、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と協議のうえ使用人を監査等委員会の補助にあたらせること
とします。



８．監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項

①監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設置する場合、当該使用人の人事権に係る事項は、監査等委員会と取締役（監査等委員である取
締役を除く。）が事前協議を行います。

②当該使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従うものとします。

９．監査等委員会への報告をするための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①当社及び当社グループの役職員は、監査等委員会に重要な会議の審議状況、内部監査の結果等、当社及び当社グループの業務執行に関す
る重要な事項の報告を行い、また当社及び当社グループの業務に重大な影響を及ぼす虞のある事項については、遅滞なく監査等委員会に報告
します。

②当社のホットラインシステムの担当部署は、当社及び当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会
に対して報告します。

③当社及び当社グループの役職員は、監査等委員会からその業務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに当該事項につき報告を
行います。

④当社の監査等委員会へ報告を行った当社及び当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを行いません。

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査等委員会及び各監査等委員は、その職務に必要な場合には、弁護士、公認会計士その他アドバイザー等と契約することができます。

②監査等委員会及び各監査等委員は、会計監査人及び当社グループ各社の監査役と情報交換を行い、連携して、当社及び当社グループの監査
の実効性を確保します。

③監査等委員会及び各監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、監査等委員会及び各監査
等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は反社会的勢力には毅然とした態度で臨むことを「当社グループ行動指針」に定めており、「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、全社に
徹底しています。

また、反社会的勢力への対応を統括する部門が、情報を一元管理し、警察及び特殊暴力防止対策連合会や弁護士等と連携を行うとともに、社内
の啓蒙・教育を行ってまいります。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社グループは「利益ある成長戦略」の推進と「企業に求められる質」の向上により企業価値の最大化を図り、ステークホルダーの皆様からの負
託に応えてまいります。

　当社取締役会は、大規模買付行為が行われた場合、当該買付行為の是非について、上記の当社の方針に基づき実現される企業価値をご理解
していただき、最終的には株主各位の判断に委ねられるものと考えています。そのためには、大規模買付行為が行われようとする場合、当社取締
役会は株主各位の適切な判断のために、当該大規模買付者から大規模買付行為に関する十分な情報の開示を要請し、それが適切に提供された
うえで、当社取締役会としての意見を取り纏めて開示することといたします。また必要に応じ、大規模買付者と交渉又は当社取締役会として一定
の措置を講じる方針です。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1．適時開示に関する当社の基本姿勢

　当社は、コンプライアンスを重要な経営課題の一つとして位置付け、「RYODENグループ行動指針」において「適正かつ迅速な企業情報の公開を
積極的に行い、透明性の維持に努める」と定めており、企業情報の適時・適切な開示が極めて重要な責務であると認識し取り組んでいます。

2．企業情報の開示

　当社は、企業情報の適時・適切な企業情報の開示のため、金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の適時開示規則に基づき、次の方法
により会社情報の開示を行っています。

　①決定事実に関する情報

　　法令及び社内規程に基づき、経営会議を経て、取締役会決議後直ちに公表を行うこととしています。

　②発生事実に関する情報

　　代表取締役に報告の上、内容を開示基準と照合し、総務部門管掌の取締役が必要に応じ速やかに公表を行うこととしています。

　③決算に関する情報

　　決算に関する情報の開示については、法令及び社内規程に基づき機関決定後直ちに公表を行うこととしています。

　④子会社に関する情報

　　子会社に関する情報については、当該子会社代表者より当社第1次管理責任者を通じ経営企画室に報告の上、開示基準を検討し、必要に応
じ開示を行うこととしています。

3．適時開示のための業務執行の仕組み

　当社は、企業情報の管理のため、企業情報を総務部で一元管理し、関係各部と協議を行い適切な企業情報の開示を行っています。

　また、企業情報の管理のため、経営内部情報管理規程にインサイダー取引の禁止規定を定め、重要事実の管理及び公表に関する基本的事項



を定めています。なお、証券取引所との窓口及び投資者からの問合せ等についても、総務部で一元的に対応することにより、開示情報の公平性
を保っています。

　※適時開示に係る社内体制図は、【参考資料】のとおりであります。



［参考資料:模式図］
コーポレート・ガバナンス体制図
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［参考資料］企業情報の適時開示に係る社内体制図
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